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C1 蒲生干潟自然再

生全体構想 
写 H20.3.31 蒲生干潟

自然再生

協議会 

蒲生干潟の概要、歴史、自

然環境、植生、住民とのか

かわり、課題等 
C2 論文「河口汽水

域における魚類

集団の生産構造

と機能」 

写 H9.1.10頃 本多仁 
外５名 

蒲生干潟のような河口汽水

域が海産魚類の成育にとっ

て非常に重要な地域である

こと 
C3 論文「河口・汽

水域生態系にお

ける底生微細藻

の果たす役割」 

写 H21.1.13頃 伊藤絹子
	 外２名 

蒲生干潟が、食物連鎖の起

点となる場所であり、また

水産生物が高度に成育する

ことができる重要な場所で

あること 
C4 論文「カレイ類

稚魚成育場とし

ての河口域の役

割」 

写 H20頃 山下洋 蒲生干潟のような河口域

は、栄養が豊富で生産力が

高いこと及び水資源の減少

に環境悪化が影響を及ぼし

ていること 
C5 論文「河川石面

付着物を利用し

た水銀汚染のモ

ニタリング」 

写 H4頃 渡辺義人,
山脇茂晴 

毒性の強い水銀については

水質保全上無視することが

できなず、長期的なモニタ

リング調査が重要であるこ

と 
 


